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おかしいぞ !「団体生命保険」
近藤さんの裁判を受館する会第5回総会

20ol年 度の活B方 針素を決定 Eg
6月 25日 (金)午 後 6時 30分より、労働会館会議室にて、近藤 さ

ん/の裁判を支援する会第5回 総会が開催 されました。会場は、50名
を越える参加者の熱気に包まれ、2000年度総括、会計報告が確認 さ
れ、2001年度の活動方針案が議論 されました。

ここでは、2001年度の活動方針、支援する会代表近森氏の訴えを
紹介します。

20o■ 年 度 の 活 動 方 針 案
一一高裁での全面勝利を目指して一一

は じ め に

6月 ユユ日からはじまる名古屋高等裁判所の控訴審から、これまでの傍聴を上回る傍
聴を組織 して相手を圧倒し続けたぃとぉもいます。そL/て、裁判官を激励 し '保険金
は全額遺族補償」とする、当たり前の判決を行 うように力を合わせて運動に取り組み
ましょぅ。

そのため、名古屋市内の会員の皆さだは、必ず裁判 日程の一 日は、裁判所へ傍聴に
出かけるように努力するとともに、支援する会をもぅ一回り大きくするため、運動に
協力 していただきますょぅ呼びかけます。

なお、川本 ・松本 ・荒木さんの控訴審も6月 1日から始ました。
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行 動 方 針

1.公 正半け決を求める団体署名について         ,

(1)団体署名

高裁に向けて公正判決を求める団体署名に取り組みます。これには、すべての

会員のみなさんが参カロしていただき、草の根から、どんな小さな集い、サーク

ルも団体署名をしていただくように呼びかけ、自標は 2,OOO筆 をめざLンます。

(2)その他の取り組み

高裁への公正判決を求める要請行動や、必要に応じて裁判所包囲の宣伝活動 も

行います。

2.宣 伝を重視 して活動を進める

(1)ニュース ・ビラの発行

米 ニ ュースの発行は、二ヶ月ごとの発行を原則としながら公判毎の発行 も検討し

ていきます。また、必要に応じ臨時の号外も発行 します◇

* ビ ラは、署名運動や控訴審毎の宣伝や、法廷報告など随時発行します。

ニュース ・ビラの原稿を募集しています。小さなニュース原稿大歓迎です。

事務局までファックスを !(052-883-6966)

(2)会社前宣伝          !

愛知総行動、港総行動、住軽金 9争 議支援連絡会の行動など住軽金の門前宣

伝には積極的に参加します。

(3)街頭宣伝

街頭宣伝用のテープでの主要ター ミナルや三の丸、裁判所を中心に実施する。

3.高 裁の傍聴席を満席にする

6月 11日の第 1回 控訴審をはじめとして、裁判の傍聴動員 目標は100名とし、

傍聴者の数でも相手を圧倒 し、市民の関心の高さを示す。

6月 1日 から始まる川本裁判 (名古屋高裁)、 7月 4日 の園山 ・高野裁判 (地

裁 ・結審の予定)の 傍聴にも積極的に参カロします。

4.住 友軽金属本社包囲行動

住軽金名古屋製造所を攻めるとともに、全労連争議総行動や首都総行動の機会

に東京本社のある港区労連等の支援を受けて、東京本社包囲の大行動の実現に

努力 します。         や

5.会 良拡大と財政確立の 「特別カンパ」

(1)会員拡大

会員のみなさんに訴え会員
一人が 1名 の会員拡大運動をすすめる。

また、近藤裁判を支える支援する会の入会を、これまで署名に協力をして

いただいた全国の団体と個人に呼びかけて、早期に500名をめざす。
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(2)特別カンパ

本社包囲の総行動など、今秋の闘いを成功させるため 「特別カン′ミ」に取 り

組みます。 目標額は100万円.

6,事 務局体制の確立

ニュースの発行が軌道にのってきましたが、会員のみなさんとの連携など

日常的な活動が充分ではありません。ボランティアで事務局活動に参加 して

いただける方を募集 しています。

7.そ の他

控訴審のたたかいを前にして、新聞への 「意見広告」、団体生命保険に対す

る学者 。文化人の 「声」を集め宣伝する運動等の提案が寄せられています。

新聞の 「意見広告」などは、世論 と運動を広げていく上で、大きなインパク

トのある取 り組みです。これ らも視野に入れながら運動を進めたい と思いま

す.

10万署名の推進状況 (支援する会=1997年5月23自  結成}

(参考)第 1回署名提出は1997年12月1日で、団体署名 631、 個人署名19,046で

した。現在も署名は継続中ですので、ご協力お願い致します。

3 -

回 数

提   出

年 月 日

団 体 署 名 イ画 人 署 名

備  考

提 出 数 累  計 提  出  数 累 計

第14回

2001左手

2月 5日 1 3 , 2 6 6 1 , 7 7 1 1 0 0 , 3 7 7

2001左再

12,3771寓

第13回

200 1年

2月 2日 0 3 , 2 6 5 6 5 1 9 8 , 6 0 6

第12回

2001在岳

1月 31日 5 3 , 2 6 5 5。 9 0 5 9 7、 9 5 5

第11回

2001左手

1′月12日 5 3,2も 0 4 , 0 5 0 9 2 , 0 5 0

第10回 2000左岳

12デ112日 7 3 , 2 5 5 1 1 , 8 0 0 8 8 , 0 0 0

2000左手

45,115告寓



おかしいぞ !『団体生命保険』

おかしいぞ !「団体生命保険」近藤さんの裁判を支援する会第 5回 総会(5月25日労

働会館本館)は、多数の会員のみなさんの出席のもとで、新しい活動方針を確認 しあ

いました。その内容は、ニュースに紹介された、総会議案害を見でいただくことにし

て、直近の法廷の 日程拡びに、今秋にむけた運動の大きな取り組みについてお知らせ

します。

去る5月 22日には、首都大行動に参加 して金融庁のほか、はじめてメインバンクの

三井住友銀行本店 (東京・有楽町)に 要請を行いました。

(元)住友銀行が、傘下の住友軽金属に多額の設備資金を融資し、長期にわたつて業

界の平均金利をはるかに上回る高金利を吸い上げてきた事実を、有価証券報告書の分

析をもとにして明らかにしました。そして、今 日に至る過酷な労働実態や、団体生命

保険の横取りの背景に、銀行による支配が大きな要因になっていることを追求し争議

解決にむけて道義的責住を果たすことを求めました。

このとりくみには、住軽金9争議支援 ・愛知連絡会議をはじめ東京労連、東京地評、

働 くものの健康を守る全国センターなどから大きな力添えをえて行 うことができまし

た。

住経金の団体生命保険裁判を含める9つ の争議は、いずれも今秋が大きな出場にな

りそ うです。支援する会は、住軽金の高圧的な姿勢をただし、話し含いによる解決に

応じさせるために、誇団体と協力して名古屋製造所への抗議デモ、本社 (東京・新橋)

の包囲デモなども計画しています。このとりくみを成功させるには、人、もの、お金

がどうしても必要です。

総会において、早期に500名会員 (現在221名)の達成 と、100万円の特別カンパのと

りくみを行 うことを決めました。

会員のみなさま方には、この趣旨を理解 されて、あらためてご協力をいただきます

よう宜しくお願いします。
1               2001年

5月 30日

おかしいぞ !「団体生命保険」

近藤さんの裁判を支援する会

代  表   近  森  泰  彦
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おかしいぞ !団体生命保険

近藤裁判.捜 郭番はじまる
′
!

6月 11日、名古畳高等裁判所で近藤裁判の控訴審が始まりました。

2001年2月 に出された地裁判決を、原告 と被告の双方が控訴 したもので

す↑高裁法廷は支援者で満席 とな り、熱気ある第 1回 法廷となりました。

藤立つ公序良俗違反 「確信犯」の住軽金

水野幹男弁護士iま、 2月 の地裁判決を 「保険金は遺族の生活保障であると認めた点
など画期的ではあるが、原告側として5000万 円もの保険金が企業に入ることを容
認できないっ」ことや 「本件は、特に住友軽金属の公序良俗違反が際立ってお り、極

めて悪質であることを今後の裁判で主張したい。」と裁判官に告げました。
特に住軽金は保険開始の契約時の文面で、「保険金を遺族に全額渡す」ことを明記

してあつたことや、敬近藤直人さんが団体生命保険を告発後の1994年に更に保険金額
を上積みしたこと、地裁判決後の社内掲示 (2001年2月 )で 、保険金は 「経営基盤の

安定をはかるため」とし、社員の生命を企業と生命保険会社との取り引き材料である

と唇直るなど、住軽金は 「確信犯」で公序良俗違反は明々白々です。

原告の近藤弘子 さんは陳述に立ち、「住友軽金属における死亡事故の多発と本件の

ような団体定期保険の運用のあり方は、決して無縁ではない。企業による人権侵喜が

許 されないことはもちろんのこと、企業は働 くものの命を守る社会的責任がありま

す。」「住軽金は、判決後も全 く反省の無い態度です。このよつな、団体生命保険の濫

,用を許さないためにも、団体生命保険の本来の趣旨におつて、保険金は全額遺族に引
き渡されるよう求めます。」と静まり返つた法廷のなかで毅然とした声で述べましたc

短期決戦 !川本判決以上の到達点を

法廷終了後、隣接の弁護士会館で支援者集会がもたれ、弁護士からの報告と今後の

動きが確認 されました。支援の会の近森代表は、「3月 に地裁で、住軽金 。)|1本判決

で素晴らしい判決が出たが、この近藤控訴審では、||1本判決の水準まで引き上げるだ

けでなく、もつと上に積み上|ずたい。企業の取 り分二分の一論を打破し、労災事故の

多発する任軽金r、、社会的責任を問いただす運動を大きくしたい、」と決意をおべま

した。

第二回の近藤高裁は、9月 5日 (水)午 後 3時 から10階 1001法延です。地裁段階

で証拠提出や主な主張は出L尽 くされているため、高裁での審理は長期間かけずに判

決は来年早い時期にでることが予想 されます。短期間に裁判所を動かし、世論を盛 り

上↓ずる運動が必要ですので今後のご協力をよろしくお願いします。
<今 後の公判予定>

9月 5日 (水)午 後3時  10階 1001法 廷

降 3回 商 裁 110月 15日 (月 )午 後 1時30分 場所未定

―
 う  一



第 1回捜訴言での近藤弘手さんの藤述
控訴審での審議の開始にあたリー言述べさせていただきますぐ

本ムの夫は、社員の命にかけた生命保険の保険金を遺族に援さずに会社が受け取って

しまう団体定期保険の実態について、「このような人権侵害は、世界中をみても日本
だけだ。誰もが健康で人間らしく働き続けられる職場にするためにも、団体定期保険
を本来の主旨どお り遺族保障としで運用 させなければ、過労死も、労働災害もなくな

らない。」と、過労死をなくす運動とともに、団体定期保険の情報開示に取組んでい

まにメた。亡くなる直前の1996年8月 は、国連の人権委員会にも訴えに行き、「信 じら

れない !」 とい う反応であったこと、この取組みに確信を深めていました。
それだけに、夫の無念さと、許せない人権侵害と、多くの亡くなられた遺族の方々

の思いとを力にして、裁判に臨んできました。

ヽ_の春の名古屋地裁での判決や、続 くす|1本判決の判決 (甲 182号 証)で 「明らか

に、従業員が死亡し定場合の遺族の生活保障としての弔慰金制度を予定した保険であ
る。」、また、「遺族保障を抜きにして、他の従業員の福利厚生のために保険金を利用

することは、死亡した従業員の生命を利用 して他人が利得を得るに等しい」、「保険本
来の趣旨 ・目的を逸脱 Lて 団体定期保険を利用することは、……公序良俗に違反する

ものであって許 されない。」とい つ判断をいただき、本当に裁判をやつてきて良かっ

たと夫に報告致しました。

名古屋地方裁判所判決は、「保険金は遺族の生活保障」とした一方で、夫の死によ

り5000万円に近い保険金を会社が受け取ることを認めています。そしてその理由につ

いては、理の通った判断が示 されず納得できません。

それとともに、この様な当たり前のことが、なぜ今まで放置されてきたのか。そこ

に従業員の命を企業の取り引き材料に使つて恥 じない日本の大企業の体質、保険会社
と企業との関係、働 く者への人権侵害の実態があると思います。

それにもかかわらず、住友軽金属は控訴 し、受取人は会社であり、「受取保険金の
一部を遺族に支払 うべき理由はない」「保険収支は赤字であり、…利益は生じていな
い」と主張しています。

と のような企業の論理や保険の違用を許しておいては、企業が労働安全衛生に消極

的になり、働く者の安全と健康は守られません。住友経金属の製造現場では、二交替
制の13時間にも及ぶ長時間過密労働が常態になっており、現にここ1年だけでも、3

人の死亡事故を含む30件余りの労働災害がおきています。別添の新聞記事にあるとお
り厚生労働省は、社長を同省に呼び、文書で改善を求めるとい う異例の措導を行つて
います。佳友経金属における死亡事故の多発と本件のような団体定期保険の運用のあ
りかたは決して無縁ではないと思います。企業による人権侵害が許 されないことはも
ちろんのこと、企業は働くもののいのちと健康を守る社会的責任があり、その責任は

重大であると考えます。
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名古屋地方裁判所の判決直後に会社は社員に対する説明文を掲示 1ンていますが、そ

れによれば保険契約の趣旨 。目的として 「金融機関としての保険会社との取引関係を

より強圏なものとして、当社の経営基盤の安定をはかるため」と言 う説明をしていま

す。これは、社員の生命と人格を企業と生命保険会社との取り引き材料に使つてきた

ことを認めたもので、全く反省のない態度です。このような、団体定期保険の濫用を

許 さないためにも、団体定期保険の本来の趣旨にそつて保険金は全額遺族に引き援さ

れるよう求めます。

2001年6月 11日 近 藤弘子

豊日初齢本龍畳きんの 『せん8』 担労死載鞘

名古屋高裁 「労災認定」控訴審 判 決日延期
6月 22日 (金)名 高裁1001号法廷午前10時

労奨認庭までご支援ください
私達ほ.名 百調の労発認定を待つています !

遺族1泣お`せの最鶏審査そして薬却!
労災申請から労働保険審査会まで9年半

1989年11月 6日 早朝、鈴木龍雄 さん (住友電設・中部支社)は 、42歳の若 さで気管

支F格息の発作による呼吸不全で死亡と″ました。

遺族は、90年 4月 名古屋東労働基準監督署に労災申請をしました。「鈴木 さんの死

亡は業務に起因するもの」 と主治医の意見害を提出しましたが、 3年 後 (93年6月 )

監督署は、申論を棄却 しました。

直ちに、愛知労働基準局 ・愛知県労災保険審査官に審査請求を提出しま したが、 9

6年 3月 末、不当にも棄却し 「労災」不支結の決定をしまとンた0

その後、労働保険審査会に再審査請求を再三行つてきましたが、 4年 近 くも経過 し

たあげく、 99年 9月 末に再審査請求を棄却 しましたぃ

「ぜん息過労死」を認める f・名古屋地裁

住友電設の責任は?
この間、名古屋地方裁判所に不支給処分取りγ肖しを求め、94年 11月 据訴してい

ました。裁判でも5年 の歳月を費やし、やつと遺族の無念を晴らすときがきました。

99年 9月 に名古屋地方裁判所は、鈴木龍雑 さんのll■慮、悪化は、「世界デザイン博

覧会の関連工事で責任者として89年 5-6月 の40日 間、休みはたつた 1日、労働

時間は411時 間、この期間に過労、ス トレスが喘息症状を急、激に悪化 させた」と業

務起因性をみとめる、画期的な判決を出しました。



この判決は 「ぜん痕、過労死」を認めたは じめてのものです3

判決内容は、ぜん遠、の持病のある労働者に対 L/て、過重な労働が死亡の主要な原因

であることを認めました。

同時に、住友電設の労働者への安全 ・健康に関する配慮義務違反が指摘 されましたじ

6月々々ヨ最終弁議■判決自‐1ま々

全国で注 目されている住友電設 (株)鈴木龍雄さんの 「ぜん遣、過労死裁判」は、3月

28日が判決予定 日でした。判決の二日前に 「判決 日を4月 18日に延期する」と名古屋

地裁から連絡があり、その後 「主張の縮充を出すように」と名古屋東労働基隼監督署

長 (控訴人,、鈴木さんの代理人 (被控訴人)双 方に主張縮充書の提出を求められてい

ます。

その後、次回弁論を6月 22日に再開する音連絡が入りましたが、判決 日は決まつて

いません。

なぜ判十決延期に|なう|たか'|

主張補充書で求められている内容は、鈴木さんが亡くなる年を 4期 に分けて、

「それぞれの期に於ける業務 と気管支F結息増悪、メジヘ ラ (気管支拡張剤)や 喫煙習

慣 と気管支喘息の増悪の関係を整理せよ」 とい う趣 旨のものです。

つまり、「監督署には、業務 との困果関係を」「鈴木さんには メジヘラ、喫煙習慣に

ついて」それぞれ軽視することなく気管支ll■息の増悪に開して、双方の否定的な部分

の見解をかみ合わせて論 じさせようとしています。

芋分な捻療もできずti迪重労働おF増1懇原因

私たちは、鈴木 さんの気管支喘息の発症や増悪は過重業務 とス トレスが原因である

と主張 してきました。
一時的に点滴等の治療が受けられるようになり、小康状態になつた時期 もあつとは

いえ 「配転希望」も認められず、現場労働に従事させられたことが過労死につなが り

ました。

つまり充分な治療もできずに死に至るまで働かなければならなかつた労働条件に問

題があるといわざるを得ません。  や

会社の指示で無理 して働 きこれで労災認定されないとすれば、校災労働者はもちろ

ん遺族は救われ ません。

判決は間近です。最後までみなさんのご支援 ご協力で裁判に勝利 させてください。

宜 しくお願いいたします。
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5・22首 都行動

三井・住友銀行は争議解決に責任をとれ !

愛知健康セ ンター理事 近 森 泰 彦

5月 22日 、名古屋から渡辺団長以下総勢 12名 の代表団を東京に送 りました◇住
友軽金属の9争 議、とりわけ焦眉の問題 となっている団体生命保険裁判の早期解決の
ため金融庁と三井銀行本店に対して要請を行いまL,た。

金融庁では、担当の山口係長が応対し、次のよぅな回答あ,りました。
O 係 争中の事項であるため、生命保険会社にはヨメン トできない。
② 遺 族の生活保障については、みなさんのおっしゃるとおり約款に明記されてい

る。

③ メ インバンクに対して、団体生命保険以外の問題はヨメン トできない。
④ ヒ ューマンバメュー特約は、商品として問題ないと考えている。

これに対して、要請団から、従業員に対する周知について
O 少 数組合は無視 されている。

② 住 軽金では、平成 8, 9年 度は全従業員に対して知らされたが、その後は知ら・
せなくなった。

.と 具体的に指摘。                '

これに対 して、山口係長は、「更新の場合は、改めて周知 しなくてもよい。」と答えま
した,と かし、参加者からの批判によって、とりあえず ?発 言を取り消しました。
③ 人 材の育成は通常の経費に含まれている。従業員が亡くなったとき、会社が

2000万円まで自動的に受け取れると言 う制度 (ヒューマンバ リュー特灼)は 廃
止すべきだ。

④  「ふざけてる !」発言 (本年 2月 『保険の収支は赤字で会社は儲かつていない』
といつ住友軽金属の社告文に対する出日係長の見解)は 、地元のみなさんに金
融庁に対する期待を持たせた。この姿勢で取り組んでなしい。

などの発言が相次ぎました。

従業員に対する開示の実態や判決の調達点を具体的に示 して、担当官庁 として当然
行 うべき指導責任を果たしてもらうように、その都度要論を繰 り返すことが必要だと
思いました。

三井 。住友銀行には初めて出向きました。本店ビルは、外から見ると変わり映えは
し,ないものの、中に入つて、その重厚な造 りに立ち止まり目を見張 りました。高い天
井、シックな大理石づくり壁面に、「栄光の時代」を垣問見る思いがしました。
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総務部上級推進役 とい う肩書きを持つた渡辺氏が要請に応 じてくれました。

木村 さん (住軽金労働者)が 、有価証券報告書をもとにして、′1日住友銀行が、傘下

(白水会)グ ループの一員である住軽金から、業界平均を大幅に上回る金利を吸い上

げつづけてきたこと、その答えは20年間で約1200億円に上ること (住軽金の年間売上

高は2000億円程度)な どを図表で示 し、住友銀行の過路を搾取が、最終的に全て労働

者に転嫁されてきた経過を説明lンました。

渡辺氏は、「当行は、当事者ではない。要請の趣 旨はわかるが、ヨメン トできない。」

とい う態度に終始しまとンた。

「社長までこの要請書は届けられるか ?」 との問いに対して、「届けます。」 とい タ

回答がありました。

午後はマルエツの本社前宣伝に参加 しました。

原告の内村 さんは、会社の態度に悔 しさを渉ませて、「あくまで下正をただすため

に、近藤裁判 と共同して頑張 りたい。」 と決意を述べていました。

事 件 地 裁 判 決 金 額 備 考

近藤裁判 「黙示の合意」を認めた 約 1,700万円

約 3,000万 円

ヽ
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１
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①裁判長はいず

れも「1/2論」

を固持

②名古屋高裁に

控 訴

川本裁判

・公序良俗に違反
・保険金は遺族のもの

・従業員の死亡によつて一番打

撃を受けるのは遺族 (ヒュー

マンバ リュー特約の不適)

マルエツ

(内村)

裁  判

保険金は全額会社のもの 0 東京高裁に控訴

東京高裁は、裁判判決を四度も引き延ばし、原告や傍聴者の立場を全く配慮 Rンな

い迷走を続けています。

名古屋でも東京でも勝つこと。このことが、保険金の横取 りを止めさせるために

どうしても乗り越えなければならない 「山場」になっています。
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東京高載へ要請
===マ ルエツ団体生命保険裁判=≦ =

東京のマ |レエツ団体生命保険裁判支援する会の呼びか,すに応え,て、 5月 10日と6月
20日に、それぞれ住友 9争 議愛知支援連絡会から代表を送 り、裁判所前で宣伝要講行
動を行いました。

東京地裁は、2000年7月 28日、原告 (内村さん)本 人はもとより、原告側弁護団の
申請 した証人をことごとく却下して、会社側の言い分を丸飲みに した判決を下 しまし
た。

「保険の掛け金は、会社が支払つているから従業員死亡の場合保険金は会社が受け取
つて当然」 とい う内容です。またその後の調べによつて、裁判長は被告会社が主張も
していない 「保険の契約について労働組合の機 関誌を通 じて従業員に周知 した」と偽
りの作文を行つて、判決文に正当性を持たせていることが明らかにな りました。
金融庁は、団体生命保険の趣 旨目的は、「遺族補償である」と明言 し、会社側の主

張に対 して 「ふざけている !」 と否定 しまとンた。
このような保険金横取 りを正当する判決が東京高裁で認められてしま うと、住軽金

の近藤 ・川本裁判にも重大な悪影響が考えられます。「東京高裁は、原告本人を初め、
証人調べを徹底 して行い、公正な判決を下せ1!」とい う要論を行いました。

「松井労災裁判を支援する会Jの 字機の方針
松井 さんの労災認定請求訴訟は、最高裁で上告棄却の不当な判決が4月 13日に出さ

れました。支援する会は、判決を不当としながらも、これからは東海銀行を被告とす
る損害賠償請求裁判に力を入れることにしています。当面、 7月 18日、東海銀行本店
周辺で、早朝ビラまきを実施 し、心臓ペースメーカーを入れているような障害者の松
井 さんに対して、その健康を配慮する義務を果たさず、超過勤務中に殺 してしまった
こと◇超過勤務の実態を記録に残 さないで、今もサービス残業を強要している東海銀
行の責任を追及 してぃくことになりました。

運動は、中区、栄の総行動 ・愛労連の地労委民主化運動 とも結合 して、幅広く大き
な世論を作つていくことにしています。

松井裁判に勝利することは、今の東海銀行労働者を救 うだけでなく、サービス残業
をなくし、企業の安全義務の実質的な範囲を確定させ、全労働者の命と健康を守る闘
いを前進させることになるのです。  '

みなさまの、引き続 くご支援をお願いいたします。

<今 後の行動日程>

7月 18日 (水)A M7:30～9:00 東海銀行本店前ビラまき
8月 15日 (水)AMフ :30～9:00 東海銀行本店前ビラまき
9月 19曰 く水)A M7:30～9:00 東海銀行本店前ビラまき
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西日本セミナー報告
6月 16 1ヽ7日に徳島で行われた西日本セミナーには、愛知から約10名

が参加 Iン、各分科会に分散 しました。

5名 は、名古屋発の夜行バスに乗るため、 1時 間前にアルヨールを入

れ、翌朝 5時 20分に徳島駅に着きました。食堂も開店していないので、

荷物を宿に預け、徳島城跡、新町などを散歩 しました。その後、レンタ

カーで、鳴門の渦潮や四国霊場一番の垂山時や第一次世界大戦の ドイツ

の描虜収容所跡、阿波の十郎兵衛屋敷を見学 L′ました。また、開会後は、

眉山や吉野川河口堰を見てきた人もいまいした。

近 日中に、徳島も健康センターができるようです◇

夕食交流会では、 220る の紹介がなされ、阿渡踊りの議習があり良

い汗を流しました。 8月 の盆踊 りに徳島に行きたくなりました。

第2分科会「職場の労働安全衛生活動」に参加して

「働くルールの確立」に生きた実践に

愛労連田議長 伊 豆原 直

参加者が220名を越える盛況でした。

全国どこでもリス トラの嵐が吹き、労働者の権利が奪われるなかっ長時間労働、過

密労働、不払い残業を物語つています。

セミナーの内容は、本当に心打つ話ばかりで、もつともつと多くの労働者に聞いて

欲 しい。そして労働者の権利 と職場の民主主義の確立のための闘いに参加 して欲しい

と思います。

残念だつたのは、あまりにも内容が濃くて時間不足。本来なら二泊三 日の内容を一

泊二 日に詰め込み過ぎと思 つ。結局、時間が肖」られるのは 「参加者の討論」時間であ

る。少 し不満も残つた。

私は第二分科会に参加 し′たが、急速 「座長」を仰せつかつてしまつた。当初よりも

十名以上も多く参加。会場がキ
Sューキ

Sューとなり、「議論する安全・衛生」とい う課題から

すると本来でない状況であつた。

これも内容は非常に良く、大阪の化学一般、京都や岡山の 「職場の労働安全衛生運

動」の実践に裏打ちされた経験や、「法や規員」」はいまでもある。これ らを職場で現

実に活かす活動のあり方など、感心する報告であつた。

私も名水労で中央安全衛生委員を10年以上もやつてきた経験がありますが、専従役

員になつてから少し労働安全衛生の活動から離れていたので、改めてこの活動を活か

すことを教えられた。働 くルールがない現状だからこそ、労働安全衛生の取り組みを

労働組合の中心的な運動の柱とししなければいけないと考えます。
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第3分科会 「メンタルヘルス」分科会報告
愛知健康セ ンター

事務局次長 宮 崎 信 一

徳島と岡山の医師による報告があり、第二日目は報告の質問に答える形で進みまし′
たが、講義が長すぎて、交流の時間が少なく、物足りない感じがしました。 特 にう
つ病などで休職 したあと職場に復帰するとき、いきなり八時間労働をするのではなく、
医師の診断で半 日勤務 とか、超勤の禁止 とか、 3ヶ 月間経過を見る等の意見がついた
場合、就業規則のあるなしにかかわらず、変則勤務を認め、本人の職場復帰を実現す
る取 り組みが、徳島でも一部行われている報告が注目されました。そ ぅした実感を積
み重ねて、定着させてぃく闘いが必要です。

卦重泥乳摺霙糞汗業)時間の
■「労働(残業)時間チェック」運動の重要な意義
最高裁で勝利した電通 ・大鳩さんの場合でも当初|よ、会社に

申告されていた残業時間が実際より大幅に少なかったために、
長時間労働の実態を証明することが,F常に困難でしたが、最高
裁判決は次のように判断してぃます。一 「継続的に長時間にわ
たる残業を行わざるをえない状態になつていたものと解され
る。従業員の申告に係わる残業時間が必すしも実情に沿うもの
ではないことが認識されてぃた。一部のした残業時間の申告が
実情より相当に少ないものであり、業務遂行のために徹夜まで
することもある状態にあることを報織していた」。

この 「労働(残業)時間チェック」は第一に、長時間残業に
よる健康悪化をチェックすることによって過労死を予防し、最
悪の場合の補償にもつながります。第二に、長時間残業を減ら
し、なくすには、増員等の措置が必要となり、労働条件の改善
につながります。第三に、職場の増員が社会的には 「雇用の拡
大」につながります。そして、第四は、一人ひとりのチェック
と職場の話し合いが、労働組合のいのうと健康を守る活動を日
常的にすすめることになります。

次の 「チェック表」の用紙をコピーし、毎月記入するように
しましょう。残業のあった日だけ、サービス残業もきちんと記
入しましょう。そして、必す保存して下さい。

サービス残業時間

労働時間 (残業)チェック表(ぁった日だ憐3入する)
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りです。勝利に向けて、是非、傍聴をお願いいたします。

月  日 事 件 名 内 容 法 廷 な ど の 時 間

7月 18日 (水) 東海銀行 (過労死)松井裁判 宣 伝行動

安誓季雰蓬鑑縄 行黎事件     |
住軽金 (団体生保))|1本裁判 (弁論準備) |

鈴木過労死裁判            |

住軽金 (強制出向)鈴 木裁判

団体生命保険近藤裁判

大同特殊鋼 (過労自殺)吉 川裁判

AM7:30-9:00

東海銀行本店前

AM8:00～9:00 三の丸

負坐ヴす電肇  (AM10:45)

高裁 (PMl:00)

7月 19日 (ホ)

調

8月 22日 (ホ)

丸ヒ表党1101(AM10:00)

地裁1101(PM 4:00)

地労委 (PMl100～3:00)

高裁 (AM10:00)

地裁 (PMl:30)

高裁 (PM3:00)

|―

1地裁1101(PMll10～2:30)

9月 5日 (ホ)

9月 12日 (水)

1 0月15日 (月) 団体生命保険近藤裁判 高裁1101(PMl:30～)

10月 31日 (水) スミケイ運輸 (団体生保)園 山・高野裁判 地裁 (PMl:00)

愛知健康センターが支援 している、過労死認定訴訟などの法廷 日程は、以下のとお

(第11期愛知健康センター総会までの 日程で

7月 8日 (日)愛 労連大会 十 ン笠寺

8月 2日 (水)第 6回 理事会 18,30,労 働会館 2F小 会議室

第11期愛知健康センター総会
愛知健康センター総会の日程は下記のようです。各加盟単組、値人会員各位の

積極的な参加、発言をお願いいたします.

日 時 :8月 25日 (土)13:30開会

場 所 :労働会館 2F会 議室

1期愛知健康センター総会までの 日程です)
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